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公   表   書  

 令和６年度財政援助団体等監査を執行したので、地方自治法第１９９条第９項及び第

１０項の規定に基づきその結果を別紙のとおり公表する。  
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                     伊勢崎市監査委員  光  山  喜一郎  

                        同      髙  田  嘉  郎  

                        同      新  藤    靖  

 

                 記  

１  財政援助団体等監査結果報告書  

公の施設の指定管理者  

（株）サンアメニティ・（株）ＮＳＰ群馬グループ  

（対象施設）  

 あずまウォーターランド及び境プール（健康推進部スポーツ振興課）  



令和６年度財 政 援 助団 体 等 監査 結 果 報告 書  

 

１  監 査 の基 準  

  監 査 委員 は 、 伊勢 崎 市 監 査 基 準 （令 和 ２ 年３ 月 １ ２日 監 査 委員 訓 令 甲第 １

号） に 準 拠し 実 施 した 。  

 

２  監 査 の種 類  

  財 政 援助 団 体 等監 査 （ 地方 自 治 法第 １ ９ ９条 第 ７ 項）  

 

３  監 査 の日 程 及 び対 象  

 令 和 ７ 年１ 月 １ ０日 （ 金 ）  

 ○ 公 の 施設 の 指 定管 理 者  

㈱サ ン ア メニ テ ィ ・㈱ Ｎ Ｓ Ｐ群 馬 グ ルー プ  

 （ 対 象 施設 ）  

  あ ず まウ ォ ー ター ラ ン ド及 び 境 プー ル （ 健康 推 進 部ス ポ ー ツ振 興 課 ）  

令和 ５ 年 度及 び 令 和６ 年 度 にお け る 公の 施 設 の管 理 に 係る 出 納 、そ の 他

の事 務 の 執行  

 

４  監 査 の着 眼 点  

所管 部 局 に関 し て は 、管 理 に 関す る 協定 等 の 締結 は 適 正に 行 わ れて い る か、

協定 書 等 には 必 要 事項 が 適 正に 記 載 され て い るか 、管 理経 費 の 算定 や 支 出手

続 等 は 適 正 に な さ れ て い る か 、 事 業 報 告 書 の 点 検 は 適 切 に な さ れ て い る か 。 

指 定管 理 者 に関 し て は、 事 業 の執 行 は 協定 書 等 の目 的 及 び仕 様 書 のと お り

実 施さ れ て いる か 、 経費 節 減 は図 ら れ てい る か 、利 用 促 進の た め の努 力 はな

され て い るか 、公 の 施設 の 管 理に 係 る 収支 会 計 経理 は 適 正に な さ れて い る か。 

 

５  監 査 の実 施 内 容  

 （ １ ） 予備 監 査  



   本 監査 に 先 立ち 監 査 委員 事 務 局職 員 に より 、 下 記事 項 を 重点 に 関 係書 類

を試 査 又 は精 査 を して 予 備 監査 を 実 施し た 。  

 ア  決 算関 係 書 類の 整 備 状況 に つ いて  

   イ  予 算 の 執行 状 況 につ い て  

   ウ  諸 帳 簿 の記 帳 、 整理 、 保 管状 況 に つい て  

   エ  金 銭 の 出納 、 預 金通 帳 の 管理 に つ いて  

 （ ２ ） 本監 査  

   当 該監 査 は 、 あ ず ま ウォ ー タ ーラ ン ド にお い て 、監 査 委 員３ 名 と 事務 局

職員 が 、 提出 資 料 と予 備 監 査結 果 に 基づ き 、 事務 責 任 者、 所 管 部局 職 員 と

質疑 応 答 方式 で 実 施し た 。  

           

６  監 査 の結 果  

 〔 総 括 〕  

あ ずま ウ ォ ータ ー ラ ンド 及 び 境プ ー ル は、 市 民 の体 育 、 スポ ー ツ 及び レ ク

リ エー シ ョ ンの 振 興 を図 る た めの 施 設 であ り 、 平成 ２ ２ 年度 か ら 公の 施 設の

指 定管 理 者 制度 を 導 入し 、 管 理運 営 が 行わ れ て きた 。 令 和２ 年 度 から 、 ㈱サ

ン アメ ニ テ ィ・ ㈱ Ｎ ＳＰ 群 馬 グル ー プ が、 ５ 年 間の 指 定 を受 け て 管理 運 営を

して い る 。  

監 査を 実 施 した 結 果 、運 営 に つい て は 、施 設 の 設置 目 的 に沿 っ て 行わ れ て

おり 、 有 効利 用 を 図る た め の努 力 が 窺え た 。  

事 務執 行 に つい て は 、施 設 維 持管 理 の ため の 各 委託 に お いて 、 適 正な 契 約

行為 が 行 われ て い ない も の があ っ た。また 、プー ル 利 用料 金の 減 免 につ い て 、

市 へ報 告 が され て お らず 、 一 部基 本 協 定ど お り に実 施 さ れて い な いも の があ

っ た。 今 後 は基 本 協 定に 基 づ き、 適 切 な事 務 処 理と 安 全 な管 理 運 営の 実 施を

望む も の であ る 。  

ま た、 両 施 設と も に 建築 か ら 年数 が 経 過し て い るた め 、 関係 部 局 と連 携 を

図 りな が ら 、利 用 者 によ り 一 層安 心 安 全で 快 適 な施 設 を 提供 し 、 市民 ス ポー

ツの 拠 点 とし て の 機能 を 発 揮 さ れ る よう 期 待 する も の であ る 。  



〔監 査 委 員意 見 〕  

（ １） ト レ ーニ ン グ 室の 照 明 につ い て 、節 電 で 間引 い て いる と の こと だ が、

将来 的 に はＬ Ｅ Ｄ 化す る こ とも 視 野 に入 れ て 、関 係 部 局と 検 討 され た い 。  

（ ２） プ ー ル見 学 席 上の 照 明 につ い て 、外 れ て 落ち そ う にな っ て おり 、 早急

に修 繕 さ れた い 。  

（ ３） Ａ Ｅ Ｄの 設 置 場所 に つ いて 、 場 所が わ か りづ ら い ので 、 表 示板 を 工夫

する な ど 、緊 急 時 対応 に 備 えら れ た い 。  

（ ４） 更 衣 室に つ い て、 女 子 更衣 室 の 個室 に は 椅子 が 設 置さ れ て いる が 、男

子 更衣 室 の 個室 に は 設置 さ れ てい な い 。ハ ン デ ィキ ャ ッ プが あ る 方達 の た

め にも 、 両 更衣 室 に 椅子 を 設 置さ れ た い。 ま た 、「 小 学 ３年 生 以 上は 更 衣

室 の個 室 を 利用 」 と 張り 紙 が ある が 、 小さ く て わか り づ らい 。 過 去 に 盗 撮

事件 も あ るた め 、 防犯 の た めに も 早 急に 対 応 され た い 。  
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